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○
文
部
科
学
省
令
第
四
十
三
号

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
技
術
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
八
日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

技
術
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

申
請
者
が
技
術
士
登
録
簿
へ
の
記
載
を
希
望
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
質
向
上
の
取
組
状
況

様
式
第
七
及
び
様
式
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

資料 11


